
※　令和３年９月２日　静岡県最低賃金を改正決定（官報公示）

　　　≪　時間額　９１３円　　令和３年１０月２日から　≫

　　              引上げ額：28円　　引上げ率：3.16％　　

○特定最低賃金専門部会等について

◇金額改正審議

第３７７回
（非公開）

Ｒ３年　８月２４日(火)
　　　　10：00～12：29

審
　
議
　
会

第３７６回
（非公開）

Ｒ３年　８月　６日(金)
　　　　14：00～15：09

○静岡県最低賃金の改正決定について（部会報告、表決、答申）

○特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について（答申）

○特定最低賃金の改正決定について（諮問）

○静岡県最低賃金の改正決定に係る審議会意見に対する異議申

○特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問）

県
最
賃
 
専
門
部
会

第　１　回
（非公開）

Ｒ３年　８月　２日(月)
　　　　15：00～17：22

第　３　回
（非公開）

Ｒ３年　８月　５日(木)
　　　　13：30～19：03

◇専門部会運営規程について

◇最低賃金関係資料の説明、金額改正審議

第　２　回
（非公開）

Ｒ３年　８月　３日(火)
　　　　10：00～11：54

◇最低賃金関係資料の説明、金額改正審議

令和３年度　静岡地方最低賃金審議会　審議経過一覧

静　岡　労　働　局

審
　
　
議
　
　
会
　
　
等
　
　
開
　
　
催
　
　
状
　
　
況

回 開　催　年　月　日 概略　（審議事項　決定事項等）

審
　
議
　
会

第３７４回
（公開）

Ｒ３年　７月　２日(金)
　　　　10：00～11：01

○静岡地方最低賃金審議会運営規程について

○静岡県最低賃金の改正決定について（諮問）

○静岡県最低賃金専門部会の設置について

○審議会令第６条第５項の適用について

○静岡地方最低賃金審議会審議日程について

第３７５回
（公開）

Ｒ３年　７月３０日(金)
　　　　10：00～10：50

○令和３年度地域別最低賃金改定の目安について（伝達）

○最低賃金法第25条第5項の規定に基づく関係労使の意見聴取

　出について（諮問）

○静岡県最低賃金専門部会の廃止について

４

２７

kudouhrs
新規スタンプ



時間額 引上げ額

915円 18円

954円 19円

970円 19円

939円 19円

R3年11月19日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機
械器具、輸送用機械器具製造業

R3年11月19日

　令和３年
　　１２月２０日
　（指定日発効）

鉄鋼、非鉄金属製造業

　異議申出なし（未開催）

第３７９回
（紙面開催）

Ｒ４年　３月７日(月)

R3年11月19日

電子部品･デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

R3年11月19日

特定最低賃金の名称

第２回　Ｒ３年　９月２９日(水) ◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

第２回　Ｒ３年１０月１１日(月) ◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

官報公示日 効力発生日

電気機械
（非公開）

◇専門部会運営規程について

第３回　Ｒ３年１０月１３日(水) ◇改正審議　審議会令6条5項を適用し、答申文作成

第４回(予備日) 　未開催

タイヤ･チューブ、ゴムベルト･ゴムホース･工業
用ゴム製品製造業

○静岡県特定最低賃金改正の申出に係る意向表明について

審
　
議
　
会

特定最賃
異議申出の

審議

Ｒ３年１１月　８日(月)
　　　　10：00～15：00

第３７８回
（非公開）

Ｒ３年１０月２０日(水)
　　　　10：00～10：20

○静岡県特定最低賃金の改正決定について（部会報告、表決、答申）

○特定最低賃金専門部会の廃止について

審
　
　
議
　
　
会
　
　
等
　
　
開
　
　
催
　
　
状
　
　
況

回 開　催　年　月　日 概略　（審議事項　決定事項等）

第２回　Ｒ３年１０月１１日(月) ◇改正審議  審議会令6条5項を適用し、答申文作成

◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

第２回　Ｒ３年１０月　１日(金) ◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

第４回(予備日) 　未開催 　　　　

第１回　Ｒ３年　９月３０日(木)
◇専門部会運営規程について

特
定
最
賃
 
専
門
部
会

タイヤ
（非公開）

第１回　Ｒ３年　９月３０日(木)
◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

第３回　Ｒ３年１０月　５日(火) ◇改正審議

第１回　Ｒ３年　９月２９日(水)
◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

第１回　Ｒ３年　９月２８日(火)

鉄鋼
（非公開）

◇専門部会運営規程について

第３回　Ｒ３年１０月１２日(火) ◇改正審議  審議会令6条5項を適用し、答申文作成

第４回(予備日) 　未開催

第２回　Ｒ３年１０月　５日(火) ◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

はん用機械
（非公開）

◇専門部会運営規程について

◇最低賃金関係資料の説明、改正審議

第４回　Ｒ３年１０月１５日(金) ◇改正審議

２８




